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(57)【要約】
【課題】　無線基地局を収容する中継装置の台数変更に
伴う作業をより効率化する。
【解決手段】　管理装置１００は、複数の無線基地局３
００のそれぞれの通信負荷を取得する通信負荷取得部１
１３と、全ての中継装置２００に対して、呼制御可能な
稼動中であるかの状態問合せを行って、状態問合わせの
返答により、全ての中継装置の状態を把握する稼動状態
把握部１１２と、稼動中の中継装置の台数の変化が把握
されると、稼動中の各中継装置毎の全収容無線基地局の
通信負荷に応じた各中継装置の通信負荷が、各中継装置
相互間で均等に近づくよう、稼動中の各中継装置に対し
て、収容する無線基地局を割り付ける収容設計部１１４
と、稼動中の各中継装置に対して、収容する無線基地局
が割り付けられると、各中継装置に対して収容する一以
上の無線基地局を通知すると共に、各無線基地局に対し
て収容される中継装置を通知する収容変更指示部１１５
と、を備えている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信端末と無線通信する複数の無線基地局と、少なくとも１つの無線基地局を収容
し、該無線基地局に帰属した無線通信端末の呼制御を行う１以上の中継装置と、を備えて
いる無線通信システムの管理装置において、
　前記複数の無線基地局のそれぞれの通信負荷を、該複数の無線基地局から又は前記１以
上の中継装置から取得する通信負荷取得手段と、
　問合せ可能な全ての中継装置に対して、呼制御可能な稼動中であるかの状態問合せを行
って、該状態問合わせの返答により、該全ての中継装置の状態を把握する状態把握手段と
、
　前記状態把握手段により、前記稼動中の中継装置の台数の変化が把握されると、該稼動
中の各中継装置毎の全収容無線基地局の通信負荷に応じた該中継装置の通信負荷が、各中
継装置相互間で均等に近づくよう、該稼動中の各中継装置に対して、収容する無線基地局
を割り付ける収容設計手段と、
　前記収容設定手段により、前記稼動中の各中継装置に対して、収容する無線基地局が割
り付けられると、該各中継装置に対して収容する一以上の無線基地局を通知すると共に、
各無線基地局に対して収容される中継装置を通知する収容変更指示手段と、
　を備えていることを特徴とする無線通信システムの管理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信システムの管理装置において、
　管理する全ての中継装置の識別子及び通信アドレスを記憶していると共に、各中継装置
の識別子に対応付けて、各中継装置が収容している無線基地局の識別子及び通信アドレス
を記憶しているシステム構成情報記憶手段を備え、
　前記収容設計手段は、前記稼動中である各中継装置に対する無線基地局の割付結果に応
じて、前記システム構成情報記憶手段に記憶されている前記各中継装置の識別子に対応付
ける無線基地局の識別子及び通信アドレスを変更し、
　前記収容変更指示手段は、前記システム構成情報記憶手段の記憶内容を参照して、前記
稼動中である各中継装置に対して収容する一以上の無線基地局の識別子及び通信アドレス
を通知すると共に、各無線基地局に対して収容される中継装置の識別子及び通信アドレス
を通知する、
　ことを特徴とする無線通信システムの管理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線通信システムの管理装置において、
　管理する中継装置の数が増加した場合に、増加した中継装置の識別子及び通信アドレス
を外部から受け付けて、前記システム構成情報記憶手段に記憶する構成情報受付手段を備
えている、
　ことを特徴とする無線通信システムの管理装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の無線通信システムの管理装置において、
　前記複数の無線基地局のそれぞれの複数時刻での通信負荷が格納されると共に、各無線
基地局毎の複数時刻での通信負荷の統計処理結果が格納される通信負荷記憶手段を備え、
　前記通信負荷取得手段は、前記複数の無線基地局のそれぞれの通信負荷を定期的に取得
して、前記通信負荷記憶手段に格納すると共に、これまでに格納された各無線基地局毎の
複数時刻での通信負荷を統計処理して、該統計処理結果を該通信負荷記憶手段に格納し、
　前記収容設計手段は、前記通信負荷記憶手段に格納されている各無線通信基地局毎の通
信負荷に関する統計処理結果を用いて、前記稼動中である各中継装置に対して、収容する
無線基地局を割り付ける、
　ことを特徴とする無線通信システムの管理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の無線通信システムの管理装置と、
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　無線通信端末と無線通信する前記複数の無線基地局と、
　少なくとも１つの無線基地局を収容し、該無線基地局に帰属した無線通信端末の呼制御
を行う前記１以上の中継装置と、
　を備え、
　前記複数の無線基地局又は前記１以上の中継装置は、該複数の無線基地局のそれぞれの
通信負荷を前記管理装置に通知し、
　前記複数の無線基地局は、それぞれ、前記管理装置から収容される中継装置の通知を受
け付けると、収容先の中継装置を該通知された中継装置に設定し、
　前記１以上の中継装置は、それぞれ、前記管理装置からの前記状態問合せに対して、自
身が稼動中であれば稼動中である旨を返答し、前記管理装置から収容する無線基地局の通
知を受け付けると、収容する無線基地局を該通知された無線基地局に設定する、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線通信システムにおいて、
　前記中継装置は、少なくとも１つの無線基地局を収容する前であって、前記管理装置と
通信可能な状態になると、自身の識別子及び自信の通信アドレスを該管理装置に通知する
、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　無線通信端末と無線通信する複数の無線基地局と、少なくとも１つの無線基地局を収容
し、該無線基地局に帰属した無線通信端末の呼制御を行う１以上の中継装置と、を備えて
いる無線通信システムの管理方法において、
　コンピュータの通信手段により、前記複数の無線基地局から又は前記１以上の中継装置
から該複数の無線基地局のそれぞれの通信負荷を取得して、前記コンピュータの記憶手段
に格納する通信負荷取得ステップと、
　予め定められた条件を満たす毎に、前記通信手段により、問合せ可能な全ての中継装置
に対して、呼制御可能な稼動中であるかの状態問合せを行い、該状態問合わせの返答によ
り、該全ての中継装置の状態を把握し、該全ての中継装置のうち稼動中の中継装置の識別
子のみを、又は、非稼動の中継装置の識別子に対して稼働中の中継装置の識別子を区別で
きるよう、前記コンピュータの記憶手段に記憶する状態把握ステップと、
　前記記憶手段に記憶されている前記稼動中の中継装置の識別子の数が変化すると、該稼
動中の各中継装置毎の全収容無線基地局の通信負荷に応じた該中継装置の通信負荷が、各
中継装置相互間で均等に近づくよう、該稼動中の各中継装置の識別子に対して、収容する
無線基地局の識別子を割り付け、割付結果を前記コンピュータの記憶手段に格納する収容
設計ステップと、
　前記収容設定ステップで、前記稼動中である各中継装置に対して、収容する無線基地局
が割り付けられると、前記記憶手段に格納されている前記割付結果を参照して、前記通子
音手段により、該各中継装置に対して収容する一以上の無線基地局の識別子を通知すると
共に、各無線基地局に対して収容される中継装置の識別子を通知する収容変更通知ステッ
プと、
　を前記コンピュータが実行することを特徴とする無線通信システムの管理方法。
【請求項８】
　無線通信端末と無線通信する複数の無線基地局と、少なくとも１つの無線基地局を収容
し、該無線基地局に帰属した無線通信端末の呼制御を行う１以上の中継装置と、を備えて
いる無線通信システムの管理プログラムにおいて、
　コンピュータの通信手段により、前記複数の無線基地局から又は前記１以上の中継装置
から該複数の無線基地局のそれぞれの通信負荷を取得して、前記コンピュータの記憶手段
に格納する通信負荷取得ステップと、
　予め定められた条件を満たす毎に、前記通信手段により、問合せ可能な全ての中継装置
に対して、呼制御可能な稼動中であるかの状態問合せを行い、該状態問合わせの返答によ
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り、該全ての中継装置の状態を把握し、該全ての中継装置のうち稼動中の中継装置の識別
子のみを、又は、非稼動の中継装置の識別子に対して稼働中の中継装置の識別子を区別で
きるよう、前記コンピュータの記憶手段に記憶する状態把握ステップと、
　前記記憶手段に記憶されている前記稼動中の中継装置の識別子の数が変化すると、該稼
動中の各中継装置毎の全収容無線基地局の通信負荷に応じた該中継装置の通信負荷が、各
中継装置相互間で均等に近づくよう、該稼動中の各中継装置の識別子に対して、収容する
無線基地局の識別子を割り付け、割付結果を前記コンピュータの記憶手段に格納する収容
設計ステップと、
　前記収容設定ステップで、前記稼動中である各中継装置に対して、収容する無線基地局
が割り付けられると、前記記憶手段に格納されている前記割付結果を参照して、前記通信
手段により、該各中継装置に対して収容する一以上の無線基地局の識別子を通知すると共
に、各無線基地局に対して収容される中継装置の識別子を通知する収容変更通知ステップ
と、
　を前記コンピュータに実行させることを特徴とする無線通信システムの管理プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末と無線通信する複数の無線基地局と、少なくとも１つの無線基
地局を収容する中継装置と、を備えている無線通信システムの管理技術に関し、特に、中
継装置の台数変更時の管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、移動体通信サービスの発展に伴い、この移動体通信サービスを利用するユーザが
増加している。移動体通信事業者は、移動体通信ユーザの増加に伴い、移動体通信システ
ムのカバーエリア拡大および移動体通信ユーザ収容能力を増強させる必要がある。
【０００３】
　このカバーエリア拡大および移動体通信ユーザ収容能力の増強には、基地局の増設と、
この基地局を収容する中継装置の増設が必要である。中継装置は、単に、増設されてだけ
では、基地局が収容されていないため、中継装置として機能しない。このため、移動体通
信事業者は、中継装置を増設した後、まず、既設の中継装置に収容されている基地局のう
ち、いずれの基地局を新に増設した中継装置に収容させるかを定める、すなわち、収容設
計を行う。そして、この収容設計結果に基づいて、新に増設した中継装置に対して、既設
の中継装置に収容されている幾つかの基地局の収容変更の設定作業を行い、さらに、この
収容変更に伴い、既設の中継装置に対しても基地局の収容変更の設定作業を行う。
【０００４】
　以上のように、中継装置の増設では、収容設計作業及び収容変更の設定作業が必要であ
り、この作業工数は多大である。このため、これらの作業の効率化が望まれているのが現
状である。
【０００５】
　そこで、以下の特許文献１では、各中継装置等へ収容変更コマンドを入力することで、
収容変更の設定が行われるようにして、収容変更の設定作業の効率化を図る技術が開示さ
れている。
【０００６】
【特許文献１】特許公開平10－174144号　公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載の技術は、中継装置の増設に伴う作業の効率化を図ることができ
るものの、移動体通信事業者は更なる効率化を望んでいる。
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【０００８】
　そこで、本発明では、中継装置の台数変更に伴う作業をより効率化することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するため、本発明では、
　コンピュータの通信手段により、複数の無線基地局から又は１以上の中継装置から該複
数の無線基地局のそれぞれの通信負荷を取得して、コンピュータの記憶手段に格納する。
さらに、予め定められた条件を満たす毎に、前記通信手段により、問合せ可能な全ての中
継装置に対して、呼制御可能な稼動中であるかの状態問合せを行い、該状態問合わせの返
答により、該全ての中継装置の状態を把握し、該全ての中継装置のうち稼動中の中継装置
の識別子のみを、又は、非稼動の中継装置の識別子に対して稼働中の中継装置の識別子を
区別できるよう、前記コンピュータの記憶手段に記憶する。
【００１０】
　この記憶手段に記憶されている前記稼動中の中継装置の識別子の数が変化すると、該稼
動中の各中継装置毎の全収容無線基地局の通信負荷に応じた該中継装置の通信負荷が、各
中継装置相互間で均等に近づくよう、該稼動中の各中継装置の識別子に対して、収容する
無線基地局の識別子を割り付け、割付結果をコンピュータの記憶手段に格納する。そして
、稼動中である各中継装置に対して、収容する無線基地局が割り付けられると、前記記憶
手段に格納されている前記割付結果を参照して、該各中継装置に対して収容する一以上の
無線基地局の識別子を通知すると共に、各無線基地局に対して収容される中継装置の識別
子を通知する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、収容設計作業及び収容変更の設定作業の自動化が図られるため、中継
装置の増設に伴う作業の効率化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る無線通信システムの一実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１３】
　本実施形態の無線通信システムは、図１に示すように、例えば、携帯電話等の無線通信
端末５と無線通信する複数の無線基地局３００，３００，…と、無線基地局３００に帰属
した無線通信端末５の呼制御を行う複数の中継装置２００，２００，…と、これらを管理
する管理装置１００と、を備えている。
【００１４】
　複数の無線基地局３００，３００，…と複数の中継装置２００，２００，…と管理装置
１００とは、ルータ２を介して、互いに通信可能にＩＰ（Internet　Protocol）網１によ
り接続されている。このＩＰ網１には、ルータ２を介して、公衆網３も接続されている。
【００１５】
　管理装置１００は、各種演算処理を実行するＣＰＵ１１０と、このＣＰＵ１１０のワー
クエリアとなるメモリ１２０と、各種データが格納されているハードディスクドライブ装
置等の記憶装置１３０と、ＩＰ網１を介して他の装置２００，３００等と通信するための
ネットワークインタフェース１４０と、入出力インタフェース１５０と、キーボード等の
入力装置１５１と、表示装置１５２と、を備えている。
【００１６】
　ＣＰＵ１１０は、機能的に、他の装置との通信制御を行う通信制御部１１１と、各中継
装置２００や各基地局３００がそれぞれの機能を発揮できる稼動状態であるか否かを把握
する稼動状態把握部１１２と、各基地局３００の通信負荷を各基地局３００から取得する
通信負荷取得部１１３と、いずれの中継装置２００にいずれの基地局３００を収容させる
かの収容設計を行う収容設計部１１４と、収容設計部１１４による収容設計の結果を各中
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継装置２００や各基地局３００に通知する収容変更指示部１１５と、を有している。
【００１７】
　記憶装置１３０には、当該無線通信システムを構成する各中継装置２００や各基地局３
００の情報が格納されているシステム構成情報テーブル１３１と、通信負荷取得部１１３
で取得された各基地局３００の通信負荷が格納される通信負荷情報テーブル１３２と、が
設けられている。さらに、この記憶装置１３０には、他の装置との通信を行うための通信
プログラム１３３と、当該無線通信システムを管理するためのシステム管理プログラム１
３４と、自装置１００の通信アドレス等が予め格納されている。なお、前述の通信制御部
１１１は、ＣＰＵ１１０がこの記憶装置１３０に格納されている通信プログラム１３３を
実行することで機能する。また、前述の稼動状態把握部１１２、通信負荷取得部１１３、
収容設計部１１４、収容変更指示部１１５は、いずれも、ＣＰＵ１１０がシステム管理プ
ログラム１３４を実行することで機能する。
【００１８】
　記憶装置１３０に設けられているシステム構成情報テーブル１３１は、図４に示すよう
に、当該管理装置１００の管理下にある中継装置２００の識別子が格納されるＩＤ領域１
３１ａと、該当中継装置２００の通信アドレスが格納される通信アドレス領域１３１ｂと
、該当中継装置２００に収容されている基地局３００の識別子が格納されるＩＤ領域１３
１ｃと、該当基地局３００の通信アドレスが格納される通信アドレス領域１３１ｄと、を
有している。
【００１９】
　また、記憶装置１３０に設けられている通信負荷情報テーブル１３２は、当該管理装置
１００の管理下にある中継装置２００の識別子が格納されるＩＤ領域１３２ａと、該当中
継装置２００に収容されている基地局３００の識別子が格納されるＩＤ領域１３２ｂと、
該当基地局３００での各時点での通信負荷が格納される通信負荷領域１３２ｃと、該当基
地局３０での過去の通信負荷の平均値が格納される平均通信負荷領域１３２ｄと、を有し
ている。なお、基地局３００の通信負荷とは、ここでは、当該基地局３００に帰属してい
る無線通信端末５の台数のことである。
【００２０】
　中継装置２００は、図２に示すように、各種演算処理を実行するＣＰＵ２１０と、この
ＣＰＵ２１０のワークエリア等になるワークメモリ２２０と、各種データやプログラムが
格納されているプログラムメモリ２３０と、ＩＰ網１を介して他の装置１００，３００等
と通信するためのネットワークインタフェース２４０と、キーボード等の入力装置等が接
続される入出力インタフェース２５０と、を備えている。
【００２１】
　ＣＰＵ２１０は、機能的に、他の装置との通信制御を行う通信制御部２１１と、収容し
ている基地局３００に帰属中の無線通信端末５の呼制御（回線制御）を行う呼制御部２１
２と、自装置２００が呼制御可能な稼動状態であるか否かを管理する稼動状態管理部２１
３と、ワークメモリ２２０に格納されている収容基地局３００のＩＤ等を変更する収容基
地局変更部２１４と、自装置２００の情報を管理装置１００へ通知する自装置情報通知部
２１５と、を有している。なお、以上の各機能部２１１～２１５は、いずれも、ＣＰＵ２
１０がプログラムメモリ２３０に格納されているプログラムを実行することで機能する。
【００２２】
　ワークメモリ２２０には、自装置２００が収容している基地局３００の情報が格納され
る収容基地局情報テーブル２２１と、自装置２００の情報が格納されている自装置情報テ
ーブル２２２と、が設けられている。
【００２３】
　ワークメモリ２２０に設けられている収容基地局情報テーブル２２１は、図５に示すよ
うに、自装置２００が収容している基地局３００の識別子が格納されるＩＤ領域と、該当
基地局３００の通信アドレスが格納される通信アドレス領域と、を有している。
【００２４】
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　また、ワークメモリ２２０に設けられている自装置情報テーブル２２２は、自装置２０
０の識別子が格納されているＩＤ領域と、自装置２００の通信アドレスが格納されている
通信アドレス領域と、を有している。この自装置情報テーブル２２２のデータは、この中
継装置２００が設置された段階又はそれ以前に格納される。
【００２５】
　基地局３００は、図３に示すように、各種演算処理を実行するＣＰＵ３１０と、このＣ
ＰＵ３１０のワークエリア等になるワークメモリ３２０と、各種データやプログラムが格
納されているプログラムメモリ３３０と、ＩＰ網１を介して他の装置１００，２００等と
通信するためのネットワークインタフェース３４０と、無線通信端末５との間で無線通信
するためのアンテナ３５１と、このアンテナ３５１が接続されている無線インタフェース
３５０と、無線インタフェース３５０とネットワークインタフェース３４０との間の信号
変換処理を行う変換部３６０と、を備えている。
【００２６】
　ＣＰＵ３１０は、機能的に、他の装置との通信制御を行う通信制御部３１１と、自装置
３００の通信負荷を監視する通信負荷監視部３１２と、自装置３００が無線通信端末５と
中継装置２００との間の中継処理が可能な稼動状態であるか否かを管理する稼動状態管理
部３１３と、ワークメモリ３２０に格納されている収容先中継装置２００のＩＤ等を変更
する収容先中継装置変更部３１４と、を有している。なお、以上の各機能部３１１～３１
４は、いずれも、ＣＰＵ３１０がプログラムメモリ３３０に格納されているプログラムを
実行することで機能する。
【００２７】
　ワークメモリ３２０には、帰属した又は帰属処理中の無線通信端末５の情報が格納され
る接続端末情報テーブル３２１と、自装置３００の通信負荷が格納される通信負荷記憶部
３２２と、収容先の中継装置２００の情報が格納される中継装置情報テーブル３２３と、
が設けられている。さらに、このワークメモリ３２０には、自装置３００の通信アドレス
や識別子等が予め格納されている。
【００２８】
　ワークメモリ３２０に設けられている接続端末情報テーブル３２１は、図６に示すよう
に、帰属した又は帰属処理中の無線通信端末５の識別子が格納されるＩＤ領域と、この端
末の通信アドレスが格納される通信アドレス領域と、この端末の電話番号が格納される端
末番号領域と、を有している。なお、ここでは、省略しているが、このテーブル３２１に
は、さらに、接続先端末の電話番号等の領域がある。
【００２９】
　また、ワークメモリ３２０に設けられている通信負荷記憶部３２２には、接続端末情報
テーブル３２１のレコード数、つまりこのテーブル３２１に格納されている端末ＩＤ数、
が通信負荷として格納される。また、ワークメモリ３２０に設けられている中継装置情報
テーブル３２３は、収容先の中継装置２００の識別子が格納されるＩＤ領域と、この中継
装置２００の通信アドレスが格納される通信アドレス領域と、を有している。
【００３０】
　次に、図８に示すシーケンス図に従って、本実施形態における無線通信システムの動作
について説明する。なお、ここでは、図１に示すように、基地局ａ～ｅ、中継装置Ａ，Ｂ
が既に稼動している状態で、ここに新に中継装置Ｃを増設する場合について説明する。
【００３１】
　管理装置１００の通信負荷取得部１１３は、図１及び図７に示すように、通信制御部１
１１を介して、全ての基地局ａ～ｅに対して、後述するように、定期的に、通信負荷の通
知を要求する（Ｓ１０１）。このとき、通信制御部１１１は、図４及び図７に示すシステ
ム構成情報テーブル１３１から各基地局ａ～ｅの通信アドレスを取得し、通信負荷の通知
要求を各基地局ａ～ｅへ送信する。なお、図７では、システム構成情報テーブル１３１の
構成を簡略化していると共に、中継装置や収容基地局の通信アドレスも簡略化している。
さらに、図７では、通信負荷情報テーブル１３２の構成も簡略化している。
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【００３２】
　各基地局ａ～ｅの通信負荷監視部３１２は、通信制御部３１１を介して、管理装置１０
０からの通信負荷の通知要求を受け取ると、通信負荷記憶部３２２（図６）に記憶されて
いる帰属端末数を通信負荷として、管理装置１００へ送信する（Ｓ３０１）。各基地局ａ
～ｅの呼制御部３１２は、無線通信端末５と他の端末との通信接続処理の過程で、この無
線通信端末５の情報を接続端末情報テーブル３２１に格納し、この無線通信端末５と他の
端末との通信が終了すると、先に格納した情報を削除する。通信負荷監視部３１２は、こ
の接続端末情報テーブル３２１を監視し、この接続情報テーブル３２１のレコード数、つ
まり帰属した又は帰属処理中の無線通信端末５の数を通信負荷記憶部３２２に格納する。
この通信負荷監視部３１２は、管理装置１００からの要求に応じて、前述したように、こ
の通信負荷記憶部３２２に格納されている無線通信端末５の数を通信負荷として、管理装
置１００へ送信する。
【００３３】
　ここで、中継装置Ｃが設置されたとする。この中継装置Ｃの電源がＯＮになり（Ｓ２０
１）、この中継装置Ｃが通信可能になり、呼制御が可能な稼動状態になると、自装置情報
通知部２１５が、この中継装置Ｃの設置時又はそれ以前にワークメモリ２２０に格納され
た自装置情報テーブル２２２を参照して、自装置ＣのＩＤ及び通信アドレスを、通信制御
部２１１を介して管理装置１００へ通知する（Ｓ２０２）。
【００３４】
　管理装置１００の収容設計部１１４は、通信制御部１１１を介して、この通知を受け取
ると、図７に示すように、システム構成情報テーブル１３１に新たなレコードを追加して
、このレコード中に、新に設置された中継装置ＣのＩＤ及び通信アドレスを格納する。な
お、本実施形態では、新に設置された中継装置Ｃの情報として、この中継装置Ｃから送ら
れてきたものをシステム構成情報テーブル１３１に格納しているが、この替わりに、入力
装置１５１（図１）から入力された中継装置ＣのＩＤ等をシステム構成情報テーブル１３
１に格納するようにしてもよい。
【００３５】
　管理装置１００の稼動状態把握部１１２は、図１及び図７に示すように、通信制御部１
１１を介して、システム構成情報テーブル１３１に通信アドレスが格納されている全ての
中継装置Ａ～Ｃ及び基地局ａ～ｅに対して、後述するように、定期的に、状態情報の通知
を要求する（Ｓ１０２）。
【００３６】
　全ての中継装置Ａ～Ｃ及び基地局ａ～ｅの稼動状態管理部２１３，３１３は、通信制御
部２１１，３１１を介して、この通知を受け取ると、自装置が稼動状態であるか否かを、
通信制御部２１１，３１１を介して管理装置１００へ通知する（Ｓ２０４，Ｓ３０４）。
中継装置及び基地局の稼動状態管理部２１３，３１３は、自装置が自装置に求められてい
る機能を実行可能な稼動状態であるか否かを常に把握しており、この把握している状態を
管理装置１００に通知する。
【００３７】
　管理装置１００の稼動状態把握部１１２は、図１及び図７に示すように、通信制御部１
１１を介して、全ての中継装置Ａ～Ｃ及び基地局ａ～ｅから状態情報通知を受け取ると、
この通知に基づき、通信負荷情報テーブル１３２を更新する。この場合、稼動状態把握部
１１１は、新に中継装置Ｃから稼動状態である旨の状態情報通知を受けているので、通信
負荷情報テーブル１３２に新たなレコードを設けて、このレコードに、この中継装置Ｃの
ＩＤ「Ｃ」を格納する。続いて、稼動状態把握部１１２は、通信負荷情報テーブル１３２
中のレコード数、言い換えると、中継装置の稼動台数に変化があったか否かを判断する（
Ｓ１０４）。稼動状態把握部１１２は、中継装置の稼動台数に変化があったと判断すると
、収容設計部１１４に対して、収容設計の実行を指示する。
【００３８】
　収容設計部１１４は、この指示を受けて起動すると、後述するように、収容設計を実行
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し（Ｓ１０５）、この収容設計結果に基づいて、システム構成情報テーブル１３１及び通
信負荷情報テーブル１３２を変更する（Ｓ１０６）。具体的には、各テーブル１３１，１
３２中の、中継装置とこの中継装置に収容される基地局との関係を変更する。そして、収
容設計部１１４は、収容変更指示部１１５に対して、収容変更指示の実行を指示する。
【００３９】
　収容変更指示部１１５は、この指示を受けて起動すると、後述するように、変更された
システム構成情報テーブル１３１を参照して、各中継装置Ａ～Ｃに対しては、収容する基
地局のＩＤ及び通信アドレスを含む変更指示を送信し、各基地局ａ～ｅに対しては、収容
先の中継装置のＩＤ及び通信アドレスを含む変更指示を送信する（Ｓ１０７）。
【００４０】
　各中継装置Ａ～Ｃの収容基地局変更部２１４は、通信制御部２１１を介して、この変更
指示を受け取ると、この変更指示に含まれている収容基地局のＩＤ等に従って、収容基地
局情報テーブル２２１を変更する（Ｓ２０８）。なお、新に設置された中継装置Ｃの収容
基地局変更部２１４は、収容基地局のＩＤ等を収容基地局情報テーブル２２１に新規登録
する（Ｓ２０８ａ）。収容基地局変更部２１４は、収容基地局情報テーブル２２１を変更
すると、通信制御部２１１を介して、管理装置１００へ変更完了通知を送信する（Ｓ２０
９）。
【００４１】
　また、各基地局ａ～ｅの収容先中継装置変更部３１４は、通信制御部３１１を介して、
この変更指示を受け取ると、この変更指示に含まれている収容先の中継装置のＩＤ等に従
って、中継装置情報テーブル３２３を変更する（Ｓ３０８）。収容先中継装置変更部３１
４は、中継装置情報テーブル２３２を変更すると、管理装置１００へ変更完了通知を送信
する（Ｓ３０９）。
【００４２】
　以上のように、本実施形態では、中継装置２００の台数変更に伴う収容設計及び収容変
更指示を管理装置１００が実行するので、この台数変更に伴う作業の効率化を図ることが
できる。
【００４３】
　次に、図９に示すフローチャートに従って、管理装置１００による、各基地局３００の
通信負荷の取得処理について説明する。
【００４４】
　管理装置１００の通信負荷取得部１１３は、通信負荷の収集タイミングになると（Ｓ１
１０）、システム構成情報テーブル１３１に記憶されている全ての基地局３００に対し、
通信制御部１１１を介して、通信負荷の通知要求を送信する（Ｓ１１１、（図８中のＳ１
０１））。通信負荷の収集タイミングは、予め定められた間隔（例えば、１時間）毎に設
定されており、通信負荷取得部１１３は、この間隔を経過したか否かにより収集タイミン
グになったか否かを判断する。
【００４５】
　この通信負荷の通知要求に対して、各基地局３００は、図８を用いて前述したように、
自装置の通信負荷の通知を管理装置１００に返す。管理装置１００の通信負荷取得部１１
３は、通信制御部１１１を介して、この通信負荷の通知を受け取ると（Ｓ１１２）、この
通知に基づいて、通信負荷情報テーブル１３２を更新し（Ｓ１１３）、通信負荷の取得理
を終了する。
【００４６】
　通信負荷取得部１１３は、各基地局３００からの通信負荷通知を受け取ると、この通知
に含まれている通信負荷（基地局の帰属数）を、通信負荷情報テーブル１３２の該当基地
局のレコード中の最新の通信負荷領域１３２ｃに格納する。さらに、通信負荷取得部１１
３は、過去から現時点までの通信負荷の平均値を求め、これを平均通信負荷領域１３２ｄ
に格納する。
【００４７】
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　なお、本実施形態では、各基地局３００の通信負荷の通知を各基地局に要求しているが
、各中継装置２００は、収容基地局３００の通信負荷を把握し得るので、このよう場合に
は、各中継装置２００に対して、各基地局３００の通信負荷の通知を要求してもよい。
【００４８】
　次に、図１０に示すフローチャートに従って、管理装置１００による、各中継装置２０
０及び各基地局３００の稼動状態の把握処理について説明する。
【００４９】
　管理装置１００の稼動状態把握部１１２は、常に、通信制御部１１１が外部から状態情
報通知を受信したか否かを監視している（Ｓ１２０）。通信制御部１１１が外部から状態
情報通知を受信した場合には、稼動状態把握部１１２は、ステップ１２４に進み、この状
態情報通知に従って、通信負荷情報テーブル１３２を更新する。
【００５０】
　また、通信制御部１１１が外部から状態情報通知を受信していない場合、稼動状態把握
部１１２は、状態情報の収集タイミングになるまで待ち（Ｓ１２１）、収集タイミングに
なると、システム構成情報テーブル１３１に記憶されている全ての中継装置２００及び全
ての基地局３００に対し、通信制御部１１１を介して、状態情報の通知要求を送信する（
Ｓ１２２、（図８中のＳ１０２））。通信負荷の収集タイミングは、予め定められた間隔
（例えば、１日）毎に設定されており、稼動状態把握部１１２は、この間隔を経過したか
否かにより収集タイミングになったか否かを判断する。
【００５１】
　この通信負荷の通知要求に対して、各中継装置２００及び各基地局３００は、図８を用
いて前述したように、自装置の稼動状態の通知を管理装置１００に返す。管理装置１００
の稼動状態把握部１１２は、通信制御部１１１を介して、この稼動状態の通知を受け取る
と（Ｓ１２３）、この通知に基づいて、通信負荷情報テーブル１３２を更新する（Ｓ１２
４）。
【００５２】
　なお、本実施形態において、常に、通信制御部１１１が状態情報通知を受信したか否か
を監視（Ｓ１２０）しているのは、中継装置２００や基地局３００の稼動停止を事前に、
若しくは稼動停止直後に把握するためである。稼動状態把握部１１２は、前述したように
、定期的に状態情報の通知要求を送信し（Ｓ１２２）、この要求により各装置から状態情
報を受信する（Ｓ１２３）。仮に、この要求に対して、要求送信先から状態情報が返って
こなければ、稼動状態把握部１１２は、この要求送信先が稼動状態でなくなったこと、言
い換えると、要求送信先の装置が撤去された又は故障したことを把握することができる。
しかしながら、このような方法で装置が撤去等されたことを把握し、その後、収容設計を
した場合、撤去等された装置が機能しなくなってから、新に収容設計が行われ、システム
を構成する各装置２００，３００が設定を変更されるまでのタイムラグが大きくなってし
まう。そこで、本実施形態では、常に、通信制御部１１１が状態情報通知を受信したか否
かを監視し（Ｓ１２０）、中継装置２００や基地局３００の稼動停止を事前に若しくは稼
動停止直後に把握できるようにしている。この場合の状態情報の送信元は、稼動停止する
中継装置２００又は基地局３００であってもよいが、何らかの手段により、稼動停止を知
った、このシステムの運営者の端末であってもよい。
【００５３】
　稼動状態把握部１１２は、この稼動状態の通知に基づいて、通信負荷情報テーブル１３
２を更新する際（Ｓ１２４）、この通知が新に稼動状態になった装置からの通知である場
合には、通信負荷情報テーブル１３２にこの装置用のレコードを設けて、このレコード中
にこの装置のＩＤを格納し、この通知が稼動停止である旨の通知である場合には、通信負
荷情報テーブル１３２から、非稼動装置のレコードを削除する。なお、ここでは、非稼動
装置のレコードを削除しているが、稼動装置と非稼動装置とが区別可能にしておけば、非
稼動装置のレコードを削除する必要はない。
【００５４】
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　稼動状態把握部１１２は、通信負荷情報テーブル１３２を更新すると、この通信負荷情
報テーブル１３２を参照して、稼動中の中継装置２００の台数に変化があったか否かを判
断する（Ｓ１２５（図８中のＳ１０４））。稼動中の中継装置２００の台数に変化がなけ
れば、この稼動状態把握処理を終了する。また、稼働中の中継装置２００の台数に変化が
あれば、収容設計部１１４に対し、収容設計の実行を指示して（Ｓ１２６）、この稼動状
態把握処理を終了する。
【００５５】
　次に、図１１に示すフローチャートに従って、管理装置１００による収容設計処理につ
いて説明する。
【００５６】
　管理装置１００の収容設計部１１４は、稼動状態把握部１１２から収容設計の実行を指
示されると（Ｓ１３０）、通信負荷情報テーブル１３２のデータを取得し、このコピーを
メモリ１２０上に展開する（Ｓ１３１）。次に、メモリ１２０上に展開した通信負荷情報
テーブル１３２のデータのうち、各基地局ＩＤを平均通信負荷の小さい順に並べ替える（
Ｓ１３２）。具体的には、基地局ａの平均通信負荷が「２４」、基地局ｂの平均通信負荷
が「１４」、基地局ｃの平均通信負荷が「２８」、基地局ｄの平均通信負荷が「１９」、
基地局ｅの平均通信負荷が「８」の場合、図７のメモリ１２０上に展開されているように
、基地局ＩＤを、ｅ→ｂ→ｄ→ａ→ｃの順に並べる。
【００５７】
　次に、収容設計部１１４は、上位の基地局から１台ずつを、各稼動中の中継装置Ａ～Ｃ
に順次割り当てる（Ｓ１３３）。具体的には、図７のメモリ１２０上に展開されているよ
うに、基地局ｅに対して中継装置Ａ、基地局ｂに対して中継装置Ｂ、基地局ｄに対して中
継装置Ｃ、基地局ａに対して中継装置Ａ、基地局ｃに対して中継装置Ｂを割り当てる。
【００５８】
　次に、収容設計部１１４は、ステップ１３３での割当結果に基づき、通信負荷情報テー
ブル１３２内の中継装置２００と基地局３００との収容関係を変更する（Ｓ１３４（図８
中のＳ１０６））。すなわち、図７中の変更後の通信負荷情報テーブル１３２のように、
中継装置Ａが基地局ｅ，ａを収容し、中継装置Ｂが基地局ｂ，ｃを収容し、新に設置され
た中継装置Ｃが基地局ｄを収容するように、収容関係を変更する。なお、通信負荷情報テ
ーブル１３２において、各基地局ａ～ｅに対する通信負荷及び平均通信負荷は、元の関係
のままである。
【００５９】
　次に、収容設計部１１４は、ステップ１３３での割当結果に基づき、システム構成情報
テーブル１３１内の中継装置２００と基地局３００との収容関係も、通信負荷情報テーブ
ル１３２と同様に、を変更する（Ｓ１３５（図８中のＳ１０６））。なお、ここでは、通
信負荷情報テーブル１３２を先に変更したが、システム構成情報テーブル１３１を先に変
更してもよいことは言うまでもない。
【００６０】
　収容設計部１１４は、各テーブル１３１，１３２を変更すると、収容変更指示部１１５
に対して各装置２００，３００への変更指示の実行を指示して（Ｓ１２６）、この収容設
計処理を終了する。
【００６１】
　なお、以上では、各基地局ＩＤを平均通信負荷の小さい順に並べ替えてから（Ｓ１３２
）、上位の基地局から１台ずつを各稼働中の中継装置に順次割り付けているが（Ｓ１３３
）、基地局ＩＤを平均通信負荷の大きい順に並べ替えてから、上位の基地局から１台ずつ
を各稼働中の中継装置に順次割り付けてもよい。つまり、稼働中の各中継装置の通信負荷
が均等に近づくように、各中継装置に対して各基地局を割り付けることができれば、如何
なる方法で各基地局を割り付けてもよい。
【００６２】
　また、以上では、各基地局の通信負荷として、各基地局に対する帰属端末数を用いてい
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るが、各基地局の通信負荷に対応するパラメータであれば、以下のいずれのパラメータ１
）～３）を用いてもよい。
【００６３】
　１）基地局の単位時間当たりの実際の送信ビット数、つまり通信トラフィック量、又は
単位時間当たりの最大送信ビット数に対する単位時間当たりの実際の送信ビット数の割合
　２）予め定めた帰属台数に対する実際の帰属台数の割合
　３）基地局の通信処理を実行するＣＰＵの最大処理能力に対する実処理能力の割合
　次に、図１２に示すフローチャートに従って、管理装置１００による収容変更指示処理
について説明する。
【００６４】
　管理装置１００の収容変更指示部１１５は、収容設計部１１４から収容変更指示の実行
を指示されると（Ｓ１４０）、システム構成情報テーブル１３１を参照して、各装置２０
０，３００へ送信する変更指示情報を作成する（Ｓ１４１）。具体的には、例えば、中継
装置Ａへ送信する変更指示情報として、収容基地局ｅ，ａのＩＤ及び通信アドレスを含む
情報を作成し、基地局Ａへ送信する変更指示情報として、収容先の中継装置ＡのＩＤ及び
通信アドレスを含む情報を作成する。
【００６５】
　収容変更指示部１１５は、変更指示情報を作成すると、各装置２００，３００毎の変更
指示を各装置２００，３００へ送信する（Ｓ１４２（図８中のＳ１０７））。そして、所
定時間、変更指示の全送信先からの変更完了通知の受信を待ち（Ｓ１４３）、いずれか送
信先から変更完了通知を受信できない場合には、この送信先へ再度変更指示を送信し、全
送信先から変更管理を受信すると、この収容変更指示処理を終了する。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係る一実施形態における無線通信システム及びこのシステムに含まれて
いる官吏装置の構成図である。
【図２】本発明に係る一実施形態における無線通信システム及びこのシステムに含まれて
いる中継装置の構成図である。
【図３】本発明に係る一実施形態における無線通信システム及びこのシステムに含まれて
いる無線基地局の構成図である。
【図４】本発明に係る一実施形態における管理装置の記憶装置に格納されている情報のデ
ータ構成を示す説明図である。
【図５】本発明に係る一実施形態における中継装置のメモリに格納されている情報のデー
タ構成を示す説明図である。
【図６】本発明に係る一実施形態における無線基地局のメモリに格納されている情報のデ
ータ構成を示す説明図である。
【図７】本発明に係る一実施形態における管理装置の機能ブロック図である。
【図８】本発明に係る一実施形態における無線通信システムの動作を示すシーケンス図で
ある。
【図９】本発明に係る一実施形態における管理装置での通信負荷取得処理を示すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明に係る一実施形態における管理装置での稼動状態把握処理を示すフロー
チャートである。
【図１１】本発明に係る一実施形態における管理装置での収容設計処理を示すフローチャ
ートである。
【図１２】本発明に係る一実施形態における管理装置での収容変更指示処理を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００６７】
　１：ＩＰ網、２：ルータ、３：ＰＳＴＮ、５：無線通信端末、１００：管理装置、１１
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０，２１０，３１０：ＣＰＵ、１１１，２１１，３１１：通信制御部、１１２：稼動状態
把握部、１１３：通信負荷取得部、１１４：収容設計部、１１５：収容変更指示部、１２
０：メモリ、１３０：記憶装置、１３１：システム構成情報テーブル、１３２：通信負荷
情報テーブル、１３３：通信プログラム、１３４：システム管理プログラム、１４０，２
４０，３４０：ネットワークインタフェース、２００：中継装置、２１２：呼制御部、２
１３，３１３：稼動状態管理部、２１４：収容基地局変更部、２１５：自装置情報通知部
、２２０，３２０：ワークメモリ、２２１：収容基地局情報テーブル、２２２：自装置情
報テーブル、２３０，３３０：プログラムメモリ、３１２：通信負荷監視部、３１４：収
容先中継装置変更部、３２１：接続端末情報テーブル、３２２：通信負荷記憶部、３２３
：中継装置情報テーブル、３５０：無線インタフェース、３６０：変換部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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